
給排水設備工事に関する手続きに
電子申請を導入しています！

水道料金・下水道使用料のお支払いが
モバイル決済でもできます！

家屋の新築等で給水装置・排水設備の
新設や改造、撤去を行うには申請が必要です

個人住宅への雨水貯留施設等の設置助成
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公共下水道事業計画区域　【下 水 道 雨 水 課ＴＥＬ：８０３-８７７２】
　　　　　　 　　　区域外【市役所河川港湾課ＴＥＬ：２１６-１４１２】

【給排水設備課TEL：２１３-８５２１】

【お客様料金センターTEL：８１２-６１７１】

【給排水設備課TEL：２１３-８５２１、８５２３、８５２４】
〃

【給排水設備課ＴEＬ：２１３-８５２2】

A．82箇所　B．92箇所　C．102箇所

個人住宅への雨水貯留施設等の設置助成制度のご案内▲

◀給水装置・
　排水設備
　の所有者変更

給水装置・排水設備
　　工事の電子申請▶

◀スマートフォン専用クイズ申込フォーム
◀水道局指定工事事業者一覧表

家屋解体及び家屋改造
工事に伴う届出▶

モバイル決済でのお支払い▲

▲宅内排水管の
　点検・洗浄の
　訪問営業等
　ご注意を！！

水道局からのお知らせ・お願い

市内に住んでいる人（1人１通）
郵送か水道局ホームページ申込
フォームで、クイズの答え、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号、広
報紙への感想などを
〒890-8585 鹿児島市鴨池新町１番
１０号 水道局総務課へ

♢申込期限…令和8年8月31日（消印有効）
♢当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて
いただきます。

納付書に印字されたバーコードをスマートフォンなどの
モバイル端末にインストールした各アプリで読み込むこ
とにより、お支払いができるサービスです。

水道局職員を装ったり、水道局からの委託を受けているかのような紛らわし
い言葉や服装で訪問して、排水管の洗浄を無理に勧める訪問営業や排水管
洗浄のチラシに関する相談が寄せられています。

○特に解体の場合には、水道管の破裂及び下水道の詰まりや宅地の陥没な
どの発生を防ぐために、給水装置はプラグ止め、排水設備はキャップ止
めなどの工事が必要になります。

○雨水の流出を抑制し、都市型水害の軽減を図るため、個人住宅への
雨水貯留施設等の設置費用の一部を助成します。

　○電子申請の利用により、手続きの利便性が向上することで、市民の皆さま
の生活にかかわる工事をより円滑に進めることができます。

○水道局が業者に依頼して、宅地内の排水管を調査・点検することや排水
管洗浄のチラシを配布することはありません。

○もし、洗浄を頼まれる場合には、複数の業者から見積りをとるなど、十分
に検討されることをお勧めします。

○既に契約してお困りのときは、早めに　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島市消費生活センター（TEL：８０８－７５００）にお問合せください。

Q．鹿児島市の応急給水拠点は全部で　　
何箇所指定しているでしょうか？

A～Cの中から１つ選んでご回答ください。　　　　　　　
正解者の中から抽選で、災害時に活用できる給水袋と備蓄
食料（賞味期限は令和9年2月）のセットを１０人にプレゼン
トします。

～くらしを守り　未来までささえ続ける　かごしまの上下水道～
令和8年7・8月発行こんにちは！水道局です

市民の皆さま向けの電子申請

指定工事事業者向けの電子申請

◆利用可能なモバイル決済◆

〇モバイル決済とは？

宅内排水管の点検・洗浄の訪問営業等にご注意を！！

答えは紙面のどこかに書いてあるよ！

※申込の際に得た個人情報は、当選者への賞品の発送以外に使用することはありません。

対象
申込

鹿児島市水道局 〒８９０-８５８５ 鹿児島市鴨池新町１番１０号
TEL099-257-7111    FAX099-252-6728

ホームページアドレス
http://www.city.kagoshima.lg.jp/suidou/index.html

検索鹿児島市水道局

◇助成額…対象経費の２分の１
　　　　（1,000円未満は切り捨て、上限あり）
◇事前申請が必要

※工事申請は、水道局指定工事事業者に依頼してください。

①お支払いのできる限度額は３０万円です。
②モバイル決済では、領収書は発行されません。　　　　　　　　　　
（アプリ内で払込履歴の確認は可能）

③お支払い期限を過ぎた納付書、バーコードを読み取れない納付書、
バーコードが印字されていない納付書ではお支払いできません。

ご利用時の注意事項！

■給水装置・排水設備の所有者変更の届出

■給水装置・排水設備工事申請
（現場検査予約、竣工図提出等を含む）
■工事事業者の指定・更新・廃止申請
■給水装置・排水設備工事に伴う市道道路占用申請 など

◆実際にあった相談例◆
○「水道局の方（方角）から来ました。
２～３年に一回は排水管の洗浄をし
なければなりません。」と言われた。

○「地域一斉に排水管を洗浄する」とい
う投げ込みチラシが入っていたが、
洗浄をする必要がありますか。

貯留施設

浸透施設

】

業等 ご注意を

請 など

給水袋（１袋）と備蓄食料（2個）


